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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前面が開口する箱状の器具本体と、
　前記器具本体の開口部分に着脱自在に取り付けられる枠体と、
　発光面を前面側に向けた状態で前記器具本体に収納されるＬＥＤユニットと、
　前記枠体に取り付けられ、前記ＬＥＤユニットから照射される光を前面側に透過させる
パネルとを備え、
　前記枠体は、前記パネルが載置される矩形の枠部材と、前記枠部材との間で前記パネル
を挟持する押さえ部材とを有し、
　前記押さえ部材は、前後方向に突出する４つの側壁部により矩形枠状に形成され、取付
金具を介して前記器具本体に取り付けられるように構成されており、前記４つの側壁部の
各々の前端部には、前方に行くほど外側に開くように傾斜しかつ先端部において前記パネ
ルに当接する傾斜面からなる光導入面が設けられ、
　前記光導入面を後面側に延長してなる第１の面に対する外側の領域に、前記ＬＥＤユニ
ットの少なくとも一部が配置されていることを特徴とする照明器具。
【請求項２】
　前記ＬＥＤユニットを複数備え、
　前記第１の面に対する内側の領域に、複数の前記ＬＥＤユニットの半分以上が配置され
ることを特徴とする請求項１記載の照明器具。
【請求項３】
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　前記光導入面が反射面からなることを特徴とする請求項１又は２記載の照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光ダイオードを光源とするＬＥＤユニットを用いた照明器具に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、天井に埋込配設されて室内を照明する照明器具が提供されている（例えば特
許文献１参照）。この照明器具は、複数の発光ダイオード（ＬＥＤ）を具備する光源部と
、光源部の前方に配置されて光源部からの光を拡散させるレンズ部と、レンズ部を取り囲
むようにして配置されるバッフル（ルーバ）とを備える。この照明器具では、光源部から
放射された光がレンズ部により拡散され、バッフルを通って前方（下方）に照射される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２０１０－５２７１１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上述の特許文献１に示した照明器具において、バッフルの開口部分に透光性
を有するパネルを取り付けた場合には、レンズ部により拡散された光源部からの光がパネ
ルを透過して前方に照射されることになる。しかしながらこの場合、パネルをバッフルに
取り付けるための取付部材によってパネルの外縁部分に向けて照射された光の一部が遮光
されるため、パネルの外縁部分が中央部分に比べて暗くなってしまうという問題があった
。
【０００５】
　本発明は上記問題点に鑑みて為されたものであり、その目的とするところは、パネルの
外縁部分が暗くなるのを抑えた照明器具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の照明器具は、前面が開口する箱状の器具本体と、器具本体の開口部分に着脱自
在に取り付けられる枠体と、発光面を前面側に向けた状態で器具本体に収納されるＬＥＤ
ユニットと、枠体に取り付けられ、ＬＥＤユニットから照射される光を前面側に透過させ
るパネルとを備える。枠体は、パネルが載置される矩形の枠部材と、枠部材との間でパネ
ルを挟持する押さえ部材とを有する。押さえ部材は、前後方向に突出する４つの側壁部に
より矩形枠状に形成され、取付金具を介して器具本体に取り付けられるように構成されて
おり、４つの側壁部の各々の前端部には、前方に行くほど外側に開くように傾斜しかつ先
端部においてパネルに当接する傾斜面からなる光導入面が設けられている。そして、光導
入面を後面側に延長してなる第１の面に対する外側の領域には、ＬＥＤユニットの少なく
とも一部が配置されている。
【０００７】
　この照明器具において、ＬＥＤユニットを複数備え、第１の面に対する内側の領域に、
複数のＬＥＤユニットの半分以上が配置されるのが好ましい。
【０００８】
　また、この照明器具において、光導入面が反射面からなるのも好ましい。
【発明の効果】
【０００９】
　押さえ部材の先端側の部位に所定の角度で傾斜する光導入面を設けたことによって、Ｌ
ＥＤユニットから照射される光をパネルの外縁部分にまで導光することができ、その結果
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パネルの外縁部分が暗くなるのを抑えた照明器具を提供することができるという効果があ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本実施形態の照明器具を示し、（ａ）は前後方向に沿った断面図、（ｂ）は左右
方向に沿った断面図である。
【図２】同上の下面図である。
【図３】下側から見た同上の分解斜視図である。
【図４】上側から見た同上の分解斜視図である。
【図５】同上に用いられるＬＥＤユニットを示し、（ａ）は断面図、（ｂ）は全体斜視図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に、照明器具の実施形態について図面を参照しながら説明する。この照明器具は、
例えば天井に取り付けられて室内を照明するために用いられる。なお、以下の説明では特
に断りがない限り、図３中の矢印ａ－ｂ方向を前後方向、矢印ｃ－ｄ方向を上下方向、矢
印ｅ－ｆ方向を左右方向と規定して説明を行う。
【００１２】
　本実施形態の照明器具Ｓは、図３及び図４に示すように、複数（本実施形態では４つ）
のＬＥＤユニット１と、取付板５を介してＬＥＤユニット１が取り付けられる器具本体２
と、枠体６と、パネル７とを主要な構成として備える。以下、各構成について詳細に説明
する。
【００１３】
　ＬＥＤユニット１は、図５（ａ）（ｂ）に示すように、光源部１０と、放熱部材１１と
、絶縁部材１２と、取付部材１３と、カバー１４とで構成される。
【００１４】
　光源部１０は、絶縁材料（例えばセラミック）によって長尺の板状に形成された実装基
板１０Ａと、実装基板１０Ａの下面に実装される複数個の青色ＬＥＤチップ１０Ｂと、実
装基板１０Ａの下面に形成される導電体（図示せず）とを有する。各ＬＥＤチップ１０Ｂ
は、実装基板１０Ａ下面の左右方向（幅方向）の中央部において、前後方向（長手方向）
に沿って等間隔且つ直線状に並べて実装される。そして、各ＬＥＤチップ１０Ｂは、透光
性を有し且つ黄色蛍光体が混合された合成樹脂製の封止部材１０Ｃで封止されている。し
たがって、各ＬＥＤチップ１０Ｂから放射される青色光の一部が黄色蛍光体で波長変換さ
れ、波長変換された黄色光と波長変換されなかった青色光とが混ざることにより、光源部
１０から放射される光が全体として白色光となる。
【００１５】
　放熱部材１１は、長尺の平板状に形成され、絶縁部材１２を介して光源部１０が載置さ
れる主片１１Ａと、主片１１Ａの左右両端より上下方向（厚み方向）に延びる１対の側片
１１Ｂとが熱伝導度の高い材料（例えばアルミニウム）によって一体に形成される。また
、主片１１Ａの一方の面（光源部１０が載置される面。以下、載置面と呼ぶ。）には、光
源部１０に近づく向き（つまり下向き）に突出する突条部（図示せず）が前後方向（長手
方向）に沿って設けられている。
【００１６】
　絶縁部材１２は、放熱部材１１の主片１１Ａと光源部１０との間に介装される主部１２
Ａと、主部１２Ａの左右両端より突出する１対の反射部１２Ｂとが合成樹脂成形体として
一体に形成される。各反射部１２Ｂは、下側に行くほど外側（左右両側）に開くように傾
斜し、その傾斜面が反射面となって光源部１０から放射される光を下方へ反射する。また
、絶縁部材１２の主部１２Ａの中央部には、放熱部材１１の主片１１Ａに載置された状態
において突条部が挿通される長孔状の挿通孔（図示せず）が設けられている。
【００１７】
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　取付部材１３は、鋼板などの金属板を曲げ加工することで角樋状に形成され、長尺矩形
状の底板１３Ａと、底板１３Ａの前後方向（長手方向）に沿う両端より立ち下がる１対の
側板１３Ｂとからなり、適宜の方法によって放熱部材１１に固定される。取付部材１３の
底板１３Ａには、前後方向の中央部を挟んで両側に取付孔１３Ｄが２つずつ設けられてい
る。各取付孔１３Ｄは、底板１３Ａの上下方向（厚み方向）に貫通して設けられており、
その内周面には雌ねじ（図示せず）が形成されている。そして、これらの取付孔１３Ｄは
、後述する取付板５にＬＥＤユニット１を取り付ける際に用いられる。また、取付部材１
３の後面側には、取付金具１３Ｃを用いてレセプタクルコネクタ１５が取り付けられる。
【００１８】
　レセプタクルコネクタ１５は、光源部１０の導電体と電気的に接続された電線（図示せ
ず）が接続される接続端子部１５Ａと、プラグコネクタ（図示せず）が差し込まれるコネ
クタ接続部１５Ｂとを有する。プラグコネクタは電線を介して点灯装置Ａ１（図１（ａ）
（ｂ）参照）に接続されており、プラグコネクタがレセプタクルコネクタ１５に挿抜自在
に差込接続される。そして、プラグコネクタがレセプタクルコネクタ１５に差込接続され
ることで点灯装置Ａ１と光源部１０とが電気的に接続され、点灯装置Ａ１から光源部１０
に給電されて光源部１０が発光（点灯）する。
【００１９】
　カバー１４は、アクリル樹脂やポリカーボネート樹脂などの透光性を有する合成樹脂材
料により、底部１４Ａと、底部１４Ａの周囲を囲む側壁部１４Ｂとを有する長尺の矩形箱
状に形成されており、光源部１０、放熱部材１１及び絶縁部材１２を覆う。また、前後方
向（長手方向）に沿った１対の側壁部１４Ｂには、放熱部材１１の各側片１１Ｂに形成さ
れた複数の係合突起１１Ｃが係脱自在に係合する複数の係合凹部１４Ｃがそれぞれ形成さ
れている。
【００２０】
　次に、ＬＥＤユニット１の組立手順について説明する。まず、光源部１０が絶縁部材１
２の主部１２Ａに載置され、接着やかしめなどの適当な方法によって絶縁部材１２と結合
される。続いて、光源部１０と結合された絶縁部材１２が放熱部材１１の主片１１Ａに取
り付けられる。そして、取付金具１３Ｃによってレセプタクルコネクタ１５が取り付けら
れた取付部材１３が、適宜の方法によって放熱部材１１に固定される。最後に、底板１４
Ａを光源部１０に対向させる向きでカバー１４が放熱部材１１に被せられ、側壁部１４Ｂ
の係合凹部１４Ｃに側片１１Ｂの係合突起１１Ｃが係合し、カバー１４が放熱部材１１に
結合されることでＬＥＤユニット１が組み立てられる。
【００２１】
　なお、ＬＥＤユニット１を組み立てた状態では、絶縁部材１２の挿通孔に挿通された放
熱部材１１の突条部が実装基板１０Ａの上面に当接する。これにより、光源部１０の発光
中に発生した熱が、実装基板１０Ａから突条部を通じて放熱部材１１に伝導され、効率的
に放熱される。
【００２２】
　器具本体２は、図３及び図４に示すように、金属板（例えばクロムフリーの亜鉛鋼板）
により下面（前面）が開口する矩形箱状に形成されている。器具本体２の底部２０の下面
には、電源線が接続される電源端子台２３と、信号線が接続される調光端子台２４とが設
けられており、底部２０の上面に取り付けられた点灯装置Ａ１との間が電線（図示せず）
を介して電気的に接続されている。また、底部２０の中央部には、天井から吊下げられた
吊ボルト（図示せず）が挿入される１対の挿入孔２０Ａが設けられており、これら挿入孔
２０Ａに吊ボルトを挿入して係止することで、器具本体２が天井に固定される。さらに、
底部２０の下面の四隅近傍には、後述する取付板５を取り付けるための取付金具２２が設
けられており、各取付金具２２の下面には、取付ねじ（図示せず）が締め付けられるねじ
孔２２Ａが設けられている。また、底部２０の左右両端から延びる側壁部２１の各々には
、後述する枠体６の各側壁部４０にそれぞれ取り付けられた１対の取付金具４３が係止さ
れる１対の係止部２１Ａが、前後方向における両端寄りの部位に形成されている。
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【００２３】
　取付板５は、図３及び図４に示すように、器具本体２と同じ金属板により矩形板状に形
成され、器具本体２の取付金具２２と対応する部位に取付孔５０が設けられている。また
、取付板５の後面寄りの部位には、ＬＥＤユニット１のレセプタクルコネクタ１５が挿通
される矩形状の挿通孔５１が左右方向に４つ並べて設けられている。さらに、取付板５に
は、ＬＥＤユニット１を取付板５に取り付けるための取付ねじ（図示せず）が挿通される
２個１組の取付孔５２が、各挿通孔５１の長手方向（前後方向）に沿って設けられている
。この取付板５は、各取付孔５０と各取付金具２２のねじ孔２２Ａとが一致するように器
具本体２の底部２０に重ね合わせた状態で、各取付孔５０及びねじ孔２２Ａに取付ねじ（
図示せず）を挿入して締め付けることで、器具本体２に取り付けられる。
【００２４】
　以下、ＬＥＤユニット１を取付板５に取り付ける手順について説明する。まず、ＬＥＤ
ユニット１のレセプタクルコネクタ１５を取付板５の何れかの挿通孔５１に挿通させる。
その後、レセプタクルコネクタ１５を挿通させた挿通孔５１に対応する取付孔５２とＬＥ
Ｄユニット１の取付孔１３Ｄとを重ね合わせて取付ねじ（図示せず）によりねじ止めする
と、ＬＥＤユニット１が取付板５に取り付けられる。
【００２５】
　枠体６は、図１～図４に示すように、器具本体２の開口部と略同寸法に形成された矩形
状の枠部材３と、枠部材３とともに後述のパネル７を挟持する押さえ部材４とで構成され
る。枠部材３の内側面には、図１（ａ）（ｂ）に示すように、内側に向かって突出しパネ
ル７が載置される載置片３０が全周に亘って設けられている。一方、押さえ部材４の左右
両側の側壁部４０の各々には、器具本体２の各側壁部２１にそれぞれ形成された１対の係
止部２１Ａに着脱自在に係止される１対の取付金具４３が、前後方向における両端寄りの
部位に取り付けられている。そして、枠体６の各取付金具４３をそれぞれ器具本体２の対
応する係止部２１Ａに係止させることで、枠体６が器具本体２に取り付けられる。また、
枠体６を器具本体２から取り外す際には、枠体６を下側に引っ張ることで各取付金具４３
と対応する係止部２１Ａとの係合状態が解除され、さらに枠体６を下側に引っ張ることで
枠体６が器具本体２から取り外される。
【００２６】
　パネル７は、アクリル樹脂やポリカーボネート樹脂などの透光性を有する合成樹脂材料
により矩形板状に形成され、前後寸法及び左右寸法は器具本体２の開口部と略同寸法に設
定されている。このパネル７は、図１（ａ）（ｂ）に示すように、枠体６の枠部材３と押
さえ部材４との間で挟持され、枠体６を器具本体２に取り付けた状態ではＬＥＤユニット
１の下方（前方）に配置されており、ＬＥＤユニット１からの光を透過して下側の照明空
間に照射させる。
【００２７】
　図１（ａ）（ｂ）は本実施形態の照明器具Ｓの断面図である。枠体６を構成する押さえ
部材４の各側壁部４０の下端部には、下側に行くほど外側に開くように傾斜する傾斜部４
１が一体に設けられており、本実施形態では傾斜部４１の下面（内側面）により光導入面
が構成されている。これにより、ＬＥＤユニット１から照射される光をパネル７の外縁部
分にまで導光することができ、その結果パネル７の外縁部分が暗くなるのを抑えることが
できる。また本実施形態では、傾斜部４１の下面、つまり光導入面を反射面としており、
ＬＥＤユニット１から光導入面に入射された光が下側の照明空間に向けて反射されるので
、この反射光により照明空間に照射される光の量を増加させることができる。
【００２８】
　また、図１（ａ）（ｂ）中の二点鎖線Ｒ１は傾斜部４１（光導入面）を上側（後面側）
に延長して形成される第１の面であり、本実施形態では、４つのＬＥＤユニット１の少な
くとも半分が第１の面Ｒ１に対する内側の領域ａ１に配置されるように傾斜部４１の傾斜
角度が設定されている。これにより、パネル７の外縁部分への光の量を増加させることが
でき、その結果パネル７の外縁部分をより明るくすることができる。
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【００２９】
　なお、傾斜部４１（光導入面）の傾斜角度は、パネル７の外縁部分にＬＥＤユニット１
からの光を導光できる角度であればよく、一定の角度に制限されるものではない。また本
実施形態では、押さえ部材４の全ての側壁部４０に傾斜部４１を設けているが、少なくと
も一部に設けてあればよく、本実施形態に限定されない。さらに、ＬＥＤユニット１の個
数についても一例であって、本実施形態に限定されない。また、器具本体の形状について
も本実施形態に限定されるものではなく、箱状に形成されていれば他の形状でもよい。さ
らに、器具本体に取り付けられる枠体及びパネルの形状についても、器具本体の形状に合
わせて選択すればよい。
【符号の説明】
【００３０】
１　ＬＥＤユニット
２　器具本体
３　枠部材
４　押さえ部材
６　枠体
７　パネル
４１　傾斜部（光導入面）
Ｓ　照明器具

【図１】 【図２】
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【図５】
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